
   武蔵野市第３期健康福祉総合計画・地域福祉計画策定委員会等  

設置要綱  

 

 （設置）  

第１条  武蔵野市（以下「市」という。）における豊かな地域福祉の実現を

目指し、市が策定する次の各号に掲げる計画について意見を聴取するとと

もに、助言を求めるため、当該各号に定める策定委員会 （以下「各委員

会」という。）を設置する。  

 (1) 武蔵野市第３期健康福祉総合計画（次号から第５号までに掲げる計画

（以下「個別計画」という。）からなる市の健康及び福祉分野に関する

総合的な計画をいう。以下「健康福祉総合計画」という。）  武蔵野市

第３期健康福祉総合計画・地域福祉計画策定委員会  

 (2) 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 107条の規定により定める武蔵

野市地域福祉計画  前号に定める策定委員会  

 (3) 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の８第１項及び介護保険

法（平成９年法律第 123号）第 117条第１項の規定により定める武蔵野市

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画  武蔵野市高齢者福祉計画・

第７期介護保険事業計画策定委員会  

 (4) 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第 11条第３項、障害者の日常生

活 及 び 社 会 生 活を 総 合 的 に 支 援 する た め の 法 律 （ 平成 17年 法 律 第 123

号）第 88条第１項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 65

号）第２条の規定による改正後の児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

第 33条の 20第１項の規定により定める武蔵野市障害者計画・第５期障害

福祉計画・障害児福祉計画  武蔵野市障害者計画・第５期障害福祉計画

策定委員会  

 (5)  健康増進法（平成 14年法律第 103号）第８条第２項及び食育基本法（

平成 17年法律第 63号）第 18条第１項の規定により定める武蔵野市健康推

進計画・食育推進計画  武蔵野市健康推進計画・食育推進計画策定委員

会  

 （所管事項）  

第２条  各委員会は、それぞれ次に掲げる事項について調査及び検討をし、

その結果を市長に報告する。  

 (1) 各委員会に係る前条各号に掲げる計画（以下「各計画」という。）の

策定に必要な事項  

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

資料２  



２  前項に規定する所管事項のほか、武蔵野市第３期健康福祉総合計画・地

域福祉計画策定委員会は、健康福祉総合計画の策定にあたり、個別計画の

一体性及び統一性を確保するため、各委員会を調整する。  

 （構成）  

第３条  各委員会は、それぞれ次に掲げる委員で組織し、市長が委嘱する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、保健医療、健康増進、食育振興

等に係る関係者  

 (3) 公募による者  

 （委員長等）  

第４条  各委員会にそれぞれ委員長１人及び副委員長１人を置き、それぞれ

委員の互選により定める。  

２  委員長は、会務を総括し、当該策定委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第５条  各委員会の会議は、必要に応じてそれぞれの委員長が招集する。  

２  会議の議長は、委員長とする。  

３  委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。  

 （委員の任期）  

第６条  委員の任期は、平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日までとする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は再任されることができる。  

 （報酬）  

第７条  委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和 36年２月武蔵野市条例第７号）第５条第１項の規定により、市長

が別に定める。  

 （幹事会）  

第８条  健康福祉総合計画の策定にあたり、庁内の推進体制として、幹事会

を置く。  

２  幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱し、又

は任命する。  

３  幹事会に、座長及び副座長各１人を置く。  

４  座長は健康福祉部長の職にある者をもって充て、副座長は健康福祉部地

域支援課長の職にある者をもって充てる。  



５  幹事会の庶務は、健康福祉部地域支援課が行う。  

６  前各項に定めるもののほか、健康福祉総合計画の策定における庁内の推

進体制について必要な事項は、市長が別に定める。  

 （ワーキングスタッフ）  

第９条  各委員会は、各計画の策定に関する調査及び研究を行うため、必要

があると認めるときは、ワーキングスタッフを設置することができる。  

 （庶務）  

第 10条  各委員会の庶務は、次の各号に掲げる委員会の区分に応じ、当該各

号に掲げる課が行う。  

(1) 第１条第１号及び第２号に定める策定委員会  健康福祉部地域支援課  

(2) 第１条第３号に定める策定委員会  健康福祉部高齢者支援課  

(3) 第１条第４号に定める策定委員会  健康福祉部障害者福祉課  

(4) 第１条第５号に定める策定委員会  健康福祉部健康課  

２  各委員会全体の庶務は、健康福祉部地域支援課が行う。  

 （その他）  

第 11条  この要綱に定めるもののほか、各委員会について必要な事項は、市

長が別に定める。  

付  則  

１  この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。  

２  この要綱は、平成 30年３月 31日限り、その効力を失う。  

別表（第８条関係）  

健康福祉部長  

健康福祉部地域支援課長  

健康福祉部地域支援課副参事  

健康福祉部生活福祉課長  

健康福祉部高齢者支援課長  

健康福祉部高齢者支援課相談支援担当課長  

健康福祉部障害者福祉課長  

健康福祉部健康課長  

公益財団法人武蔵野市福祉公社常務理事  

公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター事務局長  

社会福祉法人武蔵野事務局長  

社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会事務局長  

公益財団法人武蔵野健康づくり事業団事務局長  

 


